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第１ はじめに 

当信用組合は、2012 年１月に金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以

下、「金融機能強化法」という。）附則第 11 条に規定する特定震災特例協同組織金

融機関として全国信用協同組合連合会（以下、「全信組連」という。）を通じ 200 億

円の資本支援を受け資本の増強を図り、以降、地域にもっとも密着した金融機関と

して東日本大震災からの復旧・復興に向け、中小零細事業者・個人の皆様に対し積

極的な信用供与の維持・拡大と各種サービスの提供に取組んでまいりました。 

当信用組合の営業地区におきましては、復旧計画に基づく社会インフラの整備等

は着実に進展している一方で、廃炉に向けた動きの中で、避難指示解除に伴う帰還

者動向や風評被害の問題は根深く、震災前の事業規模までは回復していない事業者

も数多く見受けられ、未だ復興の途上にあります。また、３年前の台風被害や長き

に亘った新型コロナウイルス感染症の影響も重なって、その先行きは不透明であり、

地域経済の停滞や市場規模の縮小が懸念される厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当信用組合は地域経済の復興と活性化の役割を担いつつ、こ

れまでの「特定震災特例経営強化計画」に掲げる各方策に取組んだ結果、一定の財

務基盤の健全性が確保され、このたび、金融機能強化法第 16 条３項に規定する

「経営が改善した旨の認定」を受けるに至りました。 

今後につきましては、2025 年４月より開始される「特別経営強化計画」のもと、

未だ復旧・復興の途上にある地域の中小零細事業者・個人の皆様を全力でお支えし

つつ、公的資金の返済に向け着実に取組んでまいります。 

また、2024 年 11 月及び 2025 年 10 月に公表いたしました不祥事件（以下、「一連

の不祥事件」という。）につきましては、組合員並びにお客様、地域の皆様に多大

なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。当信用組合

は、2025 年５月 29 日及び同年 10 月 31 日にそれぞれ東北財務局、金融庁より発出

された業務改善命令を厳粛に受け止め、同年６月 30 日及び同年 11 月 14 日に同局、

同庁へ提出いたしました業務改善計画に基づき、役員が率先して企業風土の抜本的

な改革に取組み、組織全体に「新生いわしん」を浸透させ、業務改善計画に掲げた

各種取組を着実に進めてまいります。また、業務改善計画書に掲げた各種取組みに

つきましては、不断の見直しも行い、相互扶助を理念とする協同組織金融機関とし

て、職員のみならず、組合員並びにお客様、地域の皆様の声にも真摯に耳を傾け、

これからも地域を支える金融機関としての役割を果たしてまいります。 

 

第２ 特別経営強化計画の実施期間 

当信用組合は、金融機能強化法附則第 16 条第１項の規定に基づき、2025 年４月

から 2030 年３月までの特別経営強化計画（以下、「強化計画」という。）を実施い

たします。 
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なお今後、強化計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合、又は生

じることが予想される場合には、遅滞なく全信組連を通じて金融庁に報告いたしま

す。 

第３ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行ってい

る地域における経済の活性化に資する方策 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行ってい

る地域における経済の活性化に資するための方針 

① いわき市の経済・地域情勢

当信用組合の主たる営業基盤であるいわき市は、福島県の東南端、東は太平洋

に面し、重点港湾指定を受けた福島県最大の小名浜港を始めとする 11 か所の港を

有しており、漁業・海産物加工業が盛んな地域です。また、年間を通して寒暖の

差が少なく、東北地方の中では年間日照時間が最も長く、１日の平均気温が最も

高い温暖な気候と国宝 白水阿弥陀堂、塩屋崎灯台等歴史的建造物、スパリゾート

ハワイアンズ、アクアマリンふくしま等の観光施設などの多彩な資源を活かした

観光都市となっています。 

域内人口動向につきましては、原発事故の影響により避難を強いられている

方々の定着に加え、廃炉対応や復興整備事業の長期滞在従事者を含め居住人口並

びに世帯数は増加推移にありましたが、原災地域の環境整備の進捗に伴う帰還者

の増加や震災以降少数推移にあった転出者数も復興の進展とともに増加したこと

に伴い、2016 年をピークに減少推移に転じ、実質人口は震災前を割込んでいます。

また、いわき市を含む福島県浜通り地域につきましては、2050 年には域内人口が

約 30％減少すると推計されております（国立社会保障・人口問題研究所の推計）。 

【いわき市内の人口動向】 ※2020年 10月国勢調査結果に基づく推計人口

区分 / 年次
2011年 3月 

(震災前) 
2016年 3月 2020年 3月 2021年 3月

※ 

2022年 3月

実質人口 341,402人 348,445人 339,089人 331,813人 328,087人 

昨今の経済状況は、長期に及んだコロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵

攻の長期化等による資源価格の上昇、米国の相互関税導入による輸出産業の収益

性低下等、全産業への多岐にわたる影響から、物価上昇によるインフレ圧力が高

まっています。そうした中、個人消費も物価上昇の影響を受けて伸び悩んでおり、

区分 / 年次

※ 

2023年 3月

※ 

2024年 3月 

※ 

2025 年 3

月

実質人口 323,925人 319,830人 316,058人 
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また、公共工事など一部の産業は堅調となっているものの、企業の倒産件数は増

加傾向に転じております。 

震災後、大幅な回復基調を示してきた個人消費、建設等の需要動向においては、

コロナ禍前への回復基調が強まっていますが、度重なる自然災害や資源価格上昇

と食料品等の高騰による物価上昇等の影響が経済活動の不確実性を高めています。

なお、いわき市における大型小売店等販売額、自動車新規登録台数及び新設住宅

着工戸数は前年を下回っており、同地域における景気ウォッチャー調査でも、先

行きＤＩが全分野（家計、企業、雇用）で 50 ポイントを割り込む状況が続いて

おります。 

【いわき市の需要動向計数】     ※いわき市産業振興部 産業創出課 発行 「TRAIL(ﾄﾚｲﾙ)」より抜粋 

区分 / 年次 
2010 年 

（震災前） 
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 

大型小売店等販売額 68,603 百万円 76,999 百万円 75,051 百万円 74,755 百万円 77,220 百万円 74,574 百万円 

自動車新規登録台数 20,608 台 18,105 台 16,318 台 15,143 台 17,639 台 15,574 台 

新設住宅着工戸数 1,712 戸 2,001 戸 1,911 戸 1,973 戸 1,467 戸 1,250 戸 

 

② 東日本大震災による影響 

当地域は、他の地方都市と同様、企業の減少・少子高齢化等の課題を持ち合わ

せている一方で、廃炉にむけた関連企業等の進出に加え、これらがもたらす雇用

創出等、地域活性化に繋がる期待もあります。 

物流・観光の一大拠点である小名浜港湾にかかる整備事業を始め、復旧計画に

基づく社会インフラの整備状況は順調に推移しており、逓減傾向にあった稼動法

人数も増加しております。他方、廃炉に向けた動きの中で、依然として、原発事

故風評被害による先行きに対する不透明感から、漁業を始めとする第１次産業へ

の影響は深刻な状況が続いております。 

今もなお続いている原発事故を含めた震災の影響のみならず、2023 年の台風被

害や長期に及んだコロナ禍の影響も重なり、昨今の経済環境の変化が及ぼす今後

の影響も新たな懸念となっており、震災の影響だけを勘案することが困難な状況

にあるものと考えております。 

地域経済を脅かす要因は様々でありますが、このような環境においても、十分

かつ円滑な金融仲介機能を発揮していくことが、相互扶助を理念とする私ども信

用組合の使命と捉え、地域の復興・創生、地域経済の活性化へ向けた支援策に積

極的に取組んでまいります。 
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③ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行ってい

る地域における経済の活性化のための基本的な取組姿勢 

当信用組合では、地域での「つながり」、地域社会における人々の信頼関係や結

びつきを『ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）』と定義づけ、これを基軸と

することで、それぞれのお客様に合った価値創造の提案や課題解決の提案などに

よる伴走型金融支援を積極的に進めております。また、十分かつ円滑な金融仲介

機能を発揮していくことが、地域経済の復興と活性化には不可欠であり、独自性

を発揮して様々な施策をスピーディーに実行し、多岐にわたる復興ニーズに対し、

的確かつ迅速な対応に取組んでまいりました。 

今後も、2022 年７月に刷新した下記に掲げる「経営理念」とその実現のための

５項目の「誓い」を定め、健全な業務運営の推進とともに、相互扶助を基本理念

とする地域密着型の金融機関として、社会的使命と公共性の自覚と責任を持ち、

本強化計画に基づいた施策に取組み、地域への信用供与の円滑化を図り、東日本

大震災からの復興のみならず、相次ぐ自然災害や予期せぬ感染症蔓延の影響を受

けた地域経済の活性化に積極的に取組み、地元復興を推し進めてまいります。 

 

≪経営理念≫ 

私たちは地域で暮らす全ての人が 幸福
しあわ

せになることを願って行動する 

 

≪誓い≫ 

     １､ 利他心を 涵養
かんよう

する 

     ２､ 誠実である 

     ３､ 行動的である 

     ４､ 知識と教養を身につける努力をする 

     ５､ 創造力を高める努力をする 

 

 

（２）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

① 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

 当信用組合は、東日本大震災のみならず、相次ぐ自然災害や予期せぬ感染症

蔓延の影響により多様化する地域経済の復興・活性化ニーズの課題解決に向け

て、以下の支援態勢を基軸に円滑な資金供与と金融サービスの質の向上に取組

んでまいります。 

 

ア. 営業体制の充実と復興・創生支援にかかる態勢強化 

当信用組合では、お取引先への円滑な信用供与と金融サービスの質の向上を
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進めるため、職員の適性に応じた定期的な人事異動による効率的な配置や支店

長公募制度の導入・登用を通して営業店の強化を図り、取引先からの相談機能

を充実させて金融支援を図ってまいりました。これにより、対話を旨とした協

同組織金融機関としての特性を活かした「顔の見える」営業活動を実践するこ

とで、個々の実情に即したニーズを的確に把握し、取引機会の増加と深耕を図

ってまいりました。 

他方、復興・創生支援にかかる専担部署の事業支援部を主体に営業店との連

携による本業支援の取組みを進めており、専門家派遣によるコンサルティング

の実施や課題解決のための各種情報の提供を通して支援施策を実施してまいり

ました。 

本強化計画においては、東日本大震災のみならず、予期せぬ出来事が重なる

時代にあって、営業店機能を活かす上で持続的な営業力の強化は不可欠である

ことから、通常業務においてのＯＪＴのほか、与信関連部署による勉強会の実

施や外部講師による実践訓練研修、内部講師による感動満足接客研修等を定期

的に開催するなどして職員の育成・教育に努めてまいります。また、機動的な

営業態勢を維持しながら、様々な外部機関との連携を活かした事業者支援やお

客さま個々の実情に即した課題解決に資する特徴的な金融仲介の実践を推し進

め、中小規模の事業者に対する資金供給の円滑化、創業・新事業支援、成長支

援、事業再生・事業承継支援等、企業のライフサイクルに応じた支援を一気通

貫で行える態勢の強化に取組んでまいります。 

 

イ．相談体制の機能の強化 

（Ａ）専門家によるコンサルティングの実施 

当信用組合は、2008 年度より中小企業が抱える経営課題解決に向けた国の

支援事業に参画したことを機に、各種団体や地域の商工会議所・商工会と連

携しながら、相談機能の充実を図ってまいりました。 

今後も、顧問契約を締結している中小企業診断士等２名の専門家による常

設の相談対応のほか、オールふくしま中小企業・小規模事業者経営支援連絡

協議会（よろず支援拠点、事業承継・引継ぎ支援センター、信用保証協会、

活性化協議会等）の専門家派遣を積極的に活用してまいります。東日本大震

災の復興・再生に係る相談対応に加え、相次ぐ自然災害を含む予期せぬ事態

の影響を受けているお取引先の業況悪化に伴い懸念される廃業・倒産への予

防対応や事業承継への対応を強化する一方、創業を志す方やお取引先の新規

事業・事業再構築に向けた取組み等の支援強化に向け、より具体的・実践的

なアドバイスを行ってまいります。 
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（Ｂ）各種情報提供の実施 

当信用組合は、お取引先事業者に対し、公的補助金等の有用・有益な情報

をスピーディーに伝えるため、内部イントラネットによる営業店への周知並

びに一斉ファックス送信システムやＥメールを利用した経営者交流会「うる

しの実クラブ」会員向けの情報提供サービスを引き続き継続的に行ってまい

ります。 

 

（Ｃ）時間外営業相談業務の実施 

当信用組合では、営業時間内に来店することが困難なお客様への対応とし

て、全営業店において営業時間外であっても、事前の予約等があれば個別に

お客様からの相談を受け付ける態勢としております。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大期においては、一部営業店を会場

とした休日相談を実施するなどの機動的な対応を行いました。 

このような営業時間外の相談受付により、平日営業時間内にご来店される

ことが困難なお客様の多様な資金ニーズ・各種相談への対応を引き続き実施

することで、お客様の利便性向上に取組んでまいります。 

 

ウ．戦略的営業活動の展開 

当信用組合は、相互扶助の精神と、『お客様の顔が見える』狭域高密度経営の

実践として、「気持ちに寄添い気持ちにこたえる(ホスピタリティーの心)」をテ

ーマにした感動接客を通じた対面訪問活動を基軸に、地域に根差した信用組合

の特性を十分発揮した『親身で役に立つ金融機関』を体現しております。 

長期に及んだコロナ禍の影響により、サービス提供の非対面化が進むなか、

制限される対面機会を有効的に活かし、顧客利便性を損なうことなく、架電を

活用した金融サービス情報の提供・集積により、営業担当者と内部担当者がペ

アとなり情報を共有する「スマート営業」の導入により、更なる営業力強化に

取組んでおります。 

地域に暮らす方々は様々な事情を抱えて、それぞれに「豊かな暮らし」の実  

現を目指して生活しています。だからこそ、「お客様が望む価値の提供を目的に、

お客様個々に行う、一律ではない課題解決型の提案営業」《Category Value 

Sales＝ＣＶＳ(カテゴリー・バリュー・セールス)》を基本概念として確立し

「当信用組合の営業地域に生活する人達全てに、暮らしに必要な金融サービス

を提供するための営業方針」を掲げており、その取組みとして、職域サポート

プラン「いわしん安心バリュー」を推進しております。 

事業先のみならず、そこで働く従業員、そして当信用組合が三位一体となり、

相互信頼を構築することにより、新たな資金需要の創造を進めております。 
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② 中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

ア．常務会による検証 

強化計画につきましては、諸施策への取組み状況を主管部署である総合企画部

にて取りまとめのうえ常務会に報告し、その進捗状況を定期的に検証いたします。 

強化計画に掲げる施策への取組みが捗々しくない場合におきましては、常務 

会においてその要因を把握のうえ、所管部に対し改善策の検討・策定を指示する

ことにより、強化計画の着実な履行を進めてまいります。 

 

また、一連の不祥事件にかかる再発防止に向け、コンプライアンス態勢の実効

性確保等を図るために、業務改善計画に掲げる取組施策の進捗状況についてもモ

ニタリングするとともに、各役員や関係各部に対し、必要事項を指示することで、

施策を迅速に実施してまいります。 

 

イ．理事会による検証 

理事会へ定期的に報告することにより、非常勤理事（地元の事業者、公認会計

士、社会保険労務士・中小企業診断士）の意見を伺い、必要に応じてその後の取

組みに反映することにより、地元の復興、経済活性化への取組みに活かしてまい

ります。 

 

③ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要

に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

ア．担保・保証に過度に依存しない融資の促進 

営業店での日常の業務活動における取引先事業者の業況把握や、財務・定性情

報の集積による経営実態を踏まえた信用リスクの把握、事業の見通しや事業から

のキャッシュフローを重視した融資審査の強化を進めてまいります。 

また、「経営者保証に関するガイドライン」の厳格化に伴い、当ガイドライン

の一層の活用を促す指導を行っており、融資案件毎に活用状況を確認するなど、

担保・保証に過度に依存しない融資の促進に取組んでまいります。 

 

イ．信用保証協会保証付き融資の推進 

信用保証協会との意見交換会及び勉強会開催に積極的に取組み、信用保証協

会の保証を利用した低金利の制度融資の推進を図っております。 

新型コロナウイルス対策特別資金、いわゆる「実質無利子・無担保融資」の返

済は、予見されていたより早く進んでおります。他方、各種支援策の終了に伴い

新たな資金需要も顕在化しており、事業者個々の実情に即した柔軟な融資相談を

進めてまいります。 
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ウ．政府系金融機関との協調 

政府系金融機関と協調した融資や代理貸付にも積極的に取組み、創業支援及び

事業承継支援分野において連携協定を締結する日本政策金融公庫との協調融資商

品の利用を推進するとともに、今後も信用供与の方法について、一層の充実を図

ってまいります。 

 

（３）被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域におけ

る東日本大震災からの復興に資する方策 

① 被災者への信用供与の状況 

震災からの復興が進む中で、被災事業者の経営基盤並びに個人の生活基盤に対

する復興・復旧に係る信用供与は落ち着きをみせておりましたが、その後に繰り

返し発生する自然災害等、予期せぬ環境変化によってその課題は多様化しており、

引き続きお客さま個々の実情に即した信用供与に積極的に取組んでまいります。 

 

② 被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資

する施策 

ア．相談機能の強化 

当信用組合では、被災されたお客様からのご相談に適切に対応するため、全営

業店に「融資に係るご相談窓口」を設置しております。 

お客様からの相談内容、ニーズは多岐にわたることから、専門的な分野も含め

お客様に適切に対応するため、融資部において、融資条件の弾力化や復興に向け

た資金等にかかる相談内容を一元的に取りまとめ、債権管理部及び事業支援部が

各営業店と連携し、的確かつ迅速な相談対応を行っております。 

また、ＷＥＢ相談を加えた相談機能の充実・営業力の強化により、震災からの

復興のみならず、お客さま個々の実情に即した課題解決に資する特徴的な金融仲

介の実践を推し進め、地域経済の活性化に積極的に取組んでまいります。 

 

イ．融資条件の弾力化及び積極的な融資対応 

当信用組合では、被災されたお取引先からの申し出を真摯に受け止め、元本の

据置や金利引下げなど返済条件の変更等の柔軟な取扱いを行ってまいりました。 

他方、営業活動を通じ被災されたお取引先の個別事情を把握し、外部機関と連

携のうえ、お取引先の事業再生に向けた経営計画の策定支援や定期的なモニタリ

ングを行い、事業再生を推進してまいりました。 

今後も、対面ヒアリングを丁寧に行うことで、書面には表れないお客様個々の

事情をくみ取った与信判断に努め、取引先個々の実態・事情に即した柔軟な対応

により、震災復興のみならず、自然災害等の予期せぬ環境変化に即した信用供与
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に取組んでまいります。 

 

ウ．営業店拠点機能の維持・強化と機能の見直し 

当信用組合では、地震・津波及び原発事故による深刻な被害を受け、震災発  

生以前の 19 店舗体制から、４店舗を統廃合し、現在は 15 店舗体制となっており

ます。統廃合店舗に配置していた職員の基幹店舗等への再配置や、研修等による

渉外及び窓口職員の営業力強化等を進め、お客様との直接の窓口となる営業店機

能の維持・強化に努めてまいりました。 

今後も、国や県の地域再生に向けた取組みと歩調を合わせ、被災地の現状と、

復興ステージの進捗状況に鑑みた店舗毎の特性も考慮し、お取引先の利便性向上

や復興の実現に向け、必要に応じて店舗戦略の見直しを行ってまいります。 

 

エ．復興・創生に向けた商品の開発と提供 

当信用組合は、震災発生直後から緊急生活資金の取扱いを開始し、その後の

復興再生期間においては、復興支援資金や再生・再建資金など、復興の進捗状況

に応じて変化するニーズを的確に捉えた新たな商品を提供するとともに、震災以

後に繰り返し発生する自然災害により被災した事業者及び個人に対する融資商品

の提供も行ってまいりました。 

今後も、相次ぐ自然災害を含む予期せぬ事態の影響により多様化する課題・ニ

ーズを的確に捉え、事業者及び個人に対する融資商品の提供を機動的に行ってま

いります。 

 

オ．経営者交流会「うるしの実クラブ」の運営 

当クラブは、地元企業の経営者と当信用組合が交流を深め、互いに協力する

ことで新たなイノベーションを起こし、地域社会の持続的な成長を図りながら、

会員が大きく飛躍することを目的に発足した経営交流会です。 

活動の一つとして、会員相互の事業の活性化、業況拡大・好転を目的とした

ビジネスマッチング交流会や、いわき市との共催による、主に首都圏在住の企業

ＯＢを中心とした専門人材、大手企業の現役世代で高度なスキルを有する副業人

材、市内の就労移行支援事業者からの派遣人材、外国人技能実習生の人材と地域

で人材不足及び働き手不足の課題を抱える事業者をマッチングさせる「ダイバー

シティ人材のマッチング交流会」を開催しております。また、若手経営者や後継

者を対象とした「次世代経営の会」セミナーの開催、福島職業能力開発促進セン

ターとの共催で生産性向上と業務効率化を目的にした「生産性向上支援訓練セミ

ナー」の開催等を通して、当信用組合と連携する行政を含む多様なネットワーク

を活かした「学びの場の提供」を重点的に取組んでおります。 
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今後も、震災復興・地域経済の活性化に資するべく、営業地域におけるビジ

ネスマッチング交流会の定期開催に加え、広域的な販路拡大に向けた機会創出な

ど、お取引先のニーズを踏まえた支援施策を実施してまいります。 

 

③ 地方創生に資する地方公共団体並びに外部機関との連携 

いわき市及び広野町において「まち・ひと・しごと創生総合戦略」立案の戦略

会議、専門家会議の委員として常勤理事、支店長が選任され、地域金融機関の立

場から当信用組合が取組んでいる創業支援等の紹介や地方創生に向けた提言を行

ってまいりました。策定された創生総合戦略の実施段階においても、当信用組合

が取組む創業支援等の施策との連携強化を図ってまいりました。 

また、ポストコロナを見据え、当信用組合が代表機関となり、地域の中小企業

診断士事務所や社会保険労務士法人等とともに浜通り全体の中小企業・小規模事

業者の面的支援の実行・実践のため、相双五城信用組合（本店：相馬市）を構成

機関とする中小企業庁認定の事業者支援の連携体「磐城国地域振興プラットフォ

ーム」を 2022年５月に設立しました。 

加えて、同年９月には、さらなる支援強化を推し進めるため、日本政策金融公

庫いわき支店並びに福島支店が連携機関に加わりました。 

今後も、国の中小企業支援策に関する情報発信、あるいは各種セミナーやクラ

ウドファンディングを利用した販路拡大支援など様々な取組みを進め、お取引先

のニーズを踏まえた本業支援、金融支援を実施してまいります。 

 

④ 日本銀行の「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション」への 

参加 

当信用組合では、全信組連を通じて日本銀行による「被災地金融機関を支援す

るための資金供給オペレーション」に参加し、被災者の資金需要等に円滑に応じ

られるよう、潤沢な手元資金を確保できる態勢を構築しております。 

 

（４）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 

① 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

ア．創業又は新事業の開拓に対する支援 

当信用組合は、顧問契約を締結している中小企業診断士等が、事業計画策定か

ら融資後のフォローアップまでトータルサポートする創業・新事業支援資金（商

品名「フロンティア」）を提供しております。また、創業・新事業を志す人材の

発掘・育成を通じて起業家輩出を後押しすることにより地域経済活性化に資する

目的で、2013 年に『第１期いわしん創業塾』を開講しております。加えて、2016

年８月には、いわき市より「認定連携創業支援事業者」に選任され、2017 年から



11 

 

は「いわき市特定創業支援事業」として、いわき市と連携し『磐城國地域振興・

創業塾』と名称を変更して開催しております。 

また、コロナ禍において開催した創業・起業を希望する方向けの「創業塾」で

は、会場及びオンラインでの受講方法を併用したことで、参加者が多数に上り好

評を得ることができました。 

今後も、出来る限り多くの創業・起業予定者に広くビジネスについて学んでい

ただけるよう、会場及びオンラインでの受講を併用した創業塾や各種セミナー開

催を企画、検討してまいります。 

 

イ．クラウドファンディングの活用 

当信用組合は 2016 年２月、地域に特化した購入型クラウドファンディングサ

イト「ＦＡＡＶＯ（ファーボ）」のエリアオーナーとして「ＦＡＡＶＯ磐城国

（いわきのくに）」を開設し、相双五城信用組合（本店：相馬市）らエリアパー

トナーとともに地域密着型クラウドファンディングとして運営してまいりました。

運営会社の統合により、「クラウドファンディング磐城国」（キャンプファイアー）

と名称を変え、2020 年８月からは、いわき市、いわき商工会議所、いわき産学

官ネットワーク協会との連携によるコロナ対策企画「企業ひと技 応援ファンド」

を立ち上げました。 

今後も事業者に対し、多様な資金供給手段として利用促進を図るとともに、創

業ベンチャー支援や事業ＰＲ、社会貢献活動に係る活用まで対応できる「クラウ

ドファンディング磐城国」の推進を地方公共団体や外部機関と連携して進めてま

いります。 

 

② 経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者を含む）に対する支援に

かかる機能の強化のための方策 

アフターコロナ、人材不足、物価・人件費高騰など厳しい環境に置かれている

中小規模の事業者が抱える経営問題は時々刻々と変化していることから、事業再

建や経営改善に向けた多種多様な金融支援が求められていると認識しており、顧

問契約を締結している中小企業診断士等２名の専門家による常設の専門家相談会

の実施に取組んでおります。 

また、外部支援機関の専門家派遣を活用した事業再生・再構築、経営改善に向

け、当面の運転資金のほか、財務内容改善をはじめとする経営改革や改善計画に

ついての提案・助言等を積極的に実施しております。 
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③ 早期の事業再生に資する方策 

ア．事業再生への支援 

当信用組合は、日々の営業活動の中で財務情報等による定量面の状況把握と

定期的なモニタリングによる定性面の実態把握により、お取引先の経営環境に

合った支援態勢を協議し支援に向けた対応を実施してまいりました。 

今後も、定期的な訪問活動等によりお客さまの状況把握に努め、復興・創生

支援にかかる専担部署である事業支援部等と営業店とが連携して経営改善計画

の策定を支援するとともに、継続性のある本業支援に取組んでまいります。 

 

イ．外部機関との連携 

当信用組合は、お取引先の状況を総合的に勘案したうえで、事業再生計画策

定に関する助言・相談など、中小企業診断士、税理士、弁護士等の各種専門家

と協働して対応しているほか、各外部機関との連携により外部専門家の活用を

図ってまいりました。 

今後も、行政や政府系金融機関、地元商工会等多様な外部機関との連携を活

かした専門家派遣を基軸にした事業者支援やお客さまそれぞれに合った課題解

決に資する特徴的な金融仲介の実践を推し進め、地域経済の活性化に積極的に

取組んでまいります。 

 

ウ．販路拡大等に向けての対応 

当信用組合は、震災からの復興・創生並びに地域経済の活性化に資するべく、

営業地域におけるビジネスマッチング交流会を定期的に開催し、取引先のニー

ズを踏まえた機会・創出を支援してまいりました。また、営業地区外における

新たな販路等の確保に向け、「しんくみ食のビジネスマッチング展」をはじめと

した信用組合のネットワークを通じた商談会等への出店支援、通販サイトへの

出品斡旋等広域的な販路拡大を支援してまいりました。 

今後もこれらの取組みを継続して、取引先のニーズを踏まえた機会創出を支

援してまいります。 

 

④ 事業承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

当信用組合の営業エリアにおいても経営者の高齢化が進んでいることから、事

業承継は大きな経営課題の一つとなっており、また、東日本大震災に加え、コロ

ナ禍を契機に、事業承継に関する支援ニーズは拡大しているものと思われます。 

このため、中小企業庁の「事業承継診断書」を用いた実態調査を行うとともに、

それぞれの実情に合わせて、親族内承継を計画する事業者を対象とした常設の専

門家相談をはじめ、Ｍ＆Ａのマッチングを行う「福島県事業承継・引継ぎ支援セ
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ンター」等の公的機関や、Ｍ＆Ａ仲介プラットフォーム、人材紹介、結婚相手の

紹介を展開する民間企業など、様々な外部機関との連携強化を図っております。 

今後は、事業承継に係る連携協定を締結している株式会社日本政策金融公庫い

わき支店との協調融資商品の推進とともに、後継者不在のお取引先へのアプロー

チ手段として、同公庫の事業承継マッチング支援の枠組みを活用するなど、事業

承継にかかる支援メニューの充実を図ってまいります。 

 

 

第４ 全信組連による優先出資の引受にかかる事項 

全信組連が引き受けている当信用組合の優先出資の状況は以下のとおりです。 

１．種 類 社債型非累積的永久優先出資 

２．申込期日（払込日） 2012 年１月 18 日（水） 

３．発行価額 

非資本組入額 

１口につき 10,000 円（額面金額１口 500 円） 

１口につき 5,000 円 

４．発行総額 20,000百万円 

５．発行口数 2,000,000口 

６．配 当 率  預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての

資金調達コスト 

ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（12 ヶ月物）又は８％のうちいずれか低い

方を上限とする。 

７．累積条項 非累積的 

８．参加条項 非参加 

９．残余財産の分配 残余財産の分配は、定款に定める方法に従い、次に掲げる順序により

これを行うものとする。 

① 優先出資者に対して、優先出資の額面金額に発行済優先出資の総

口数を乗じて得た額をその有する口数に応じて分配する。 

② 優先出資者に対して、優先出資の払込金額から額面金額を控除し

た金額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額をその有する口数

に応じて分配する（当該優先出資の払込金額が額面金額を超える場

合に限る。）。 

③ 前①及び②の分配を行った後、なお残余があるときは、払込済み

の普通出資の口数に応じて按分して組合員に分配する。 

④ 残余財産の額が前①及び②により算定された優先出資者に対する

分配額に満たないときは、優先出資者に対して、当該残余財産の額

をその有する口数に応じて分配する。 
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第５ 収益の見通し 

 本強化計画では、日本銀行の金利政策見直しに伴う市場金利の変動も踏まえ、本

強化計画に基づく施策を着実に実施し、収益改善への取組みを進めてまいります。 

 業務粗利益は、創業・新事業支援や事業再生支援に積極的に取組むとともに住宅

ローンを始め、様々なニーズの消費者ローンに対応していくことで資金利益は増加

していく計画としており、計画終期の 2030 年 3 月期見通しを 23 億円としておりま

す。 

経費は、足下の役職員数減少に伴う人件費が減少する一方、昨今のインフレ傾向

等による物件費の増加傾向を織り込み、計画終期の 2030 年３月期見通しを 17 億円

としております。 

コア業務純益は、上記要因により、計画終期の 2030 年３月期見通しを７億円と

しております。 

与信関連費用は、計画終期の 2030年３月期見通しを３億円としております。 

これらにより当期純利益は、計画終期の 2030 年３月期見通しを４億円としてお

ります。 

2026 年３月期以降の決算につきましては、本強化計画に基づく施策を着実に実施

することで地域とともに発展し、収益力の強化、収益の積上げを着実に進めてまい

ります。 

 

第６ 剰余金の処分の方針 

当信用組合は、地域に根差した協同組織金融機関として、お取引先の皆様から出

資金をお預かりして信用組合事業を行い、これらにより生じた利益剰余金により内

部留保の充実に努め健全性を維持するとともに、配当金をお支払いしてまいりまし

た。 

しかしながら 2025 年３月期決算では、2024 年 11 月に公表した一連の不祥事件に

【収益の見通し】 【単位：百万円】

2024/3 2025/3 2026/3 2027/3 2028/3 2029/3 2030/3

実績 実績 計画 計画 計画 計画 計画

2,443 2,692 2,079 2,089 2,519 2,461 2,430

資金利益 2,822 2,786 2,039 2,030 2,444 2,376 2,335

役務取引等利益 48 65 30 39 55 65 75

その他業務利益 △ 428 △ 161 10 20 20 20 20

1,961 1,982 1,860 1,775 1,755 1,735 1,725

917 885 219 314 764 726 705

404 3,143 150 250 300 300 300

230 △ 2,430 △ 2,177 69 474 436 415

△ 3 △ 198 △ 469 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4

214 △ 2,756 △ 2,590 61 466 428 407

4,348 △ 346 △ 2,590 61 527 955 1,362

経常利益

特別損益

当期純利益

利益剰余金

業務粗利益

経費

コア業務純益

不良債権処理額
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かかる損失額の計上等により無配となりました。今後、質の高い金融サービスの提

供等により毎期安定した収益を確保して早期の復配を実現させ、優先出資の返済財

源を着実に積み上げてまいります。また、今回の一連の不祥事案は、本来被災地域

の復興に向けられるべき国からの資本について、疑念を持たれかねないものでござ

いました。その為、2026 年度を目途に優先出資を一部返済し、残額につきましては

利益剰余金を積み上げることにより、早期返済を目指してまいります。 

 

≪当期純利益、利益剰余金の見通し≫ 

 

第７ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

（１）経営管理にかかる体制及び今後の方針 

① ガバナンス態勢 

当信用組合では、一連の不祥事件を踏まえ、2025 年６月に経営陣の刷新と理事

定数の見直し（理事定数８以上 11 名以内から６以上９名以内に変更）を実施いた

【単位：百万円】

2024/3期 2025/3期 2026/3期 2027/3期 2028/3期 2029/3期

実績 実績 計画 計画 計画 計画

214 △ 2,756 △ 2,590 61 466 428

4,348 △ 346 △ 2,590 61 527 955

その他剰余金 3,761 △ 966 △ 2,590 61 521 902

2030/3期 2031/3期 2032/3期 2033/3期 2034/3期 2035/3期

計画 計画 計画 計画 計画 計画

407 962 969 977 979 981

1,361 2,323 3,292 4,024 4,758 5,493

その他剰余金 1,266 2,187 3,060 3,695 4,331 4,968

2036/3期 2037/3期 2038/3期 2039/3期 2040/3期 2041/3期

計画 計画 計画 計画 計画 計画

799 795 797 798 799 800

6,047 6,597 7,147 7,700 8,254 8,809

その他剰余金 5,424 5,894 6,365 6,838 7,312 7,787

2042/3期 2043/3期 2044/3期 2045/3期 2046/3期 2047/3期

計画 計画 計画 計画 計画 計画

801 797 869 868 857 861

9,364 9,916 10,539 11,161 11,773 12,388

その他剰余金 8,262 8,734 9,277 9,813 10,338 10,867

2048/3期 2049/3期 2050/3期

計画 計画 計画

864 593

13,007 13,354

その他剰余金 11,400 11,661

利益剰余金

当期純利益

利益剰余金

当期純利益

当期純利益

利益剰余金

当期純利益

利益剰余金

当期純利益

利益剰余金
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しました。なお、常勤理事には全信組連より常務理事（コンプライアンス部門等

担当）を招聘し、非常勤理事には新たに有識者２名（公認会計士、社会保険労務

士・中小企業診断士）を招聘して４名体制に増員しており、経営の透明化と適切

なガバナンス態勢の再構築・強化を図っております。 

常勤理事４名と非常勤理事４名で構成する理事会を業務執行に関する重要事項

を決定する最高意思決定機関とし、常勤監事１名と非常勤監事２名（弁護士、司

法書士）も理事会に出席して適宜意見するなど、理事会及び執行部（常勤理事）

に対する経営監視・牽制の強化に努めております。 

また、常勤役員、執行役員及び本部部長で構成する常務会を毎週開催し、日常

的な業務執行を担っております。さらに、常勤役員、執行役員及び本部部長で構

成する経営戦略会議を定期的に開催し、経営管理態勢の強化を図っております。 

理事会では、「コンプライアンス管理規程」や「リスク管理基本方針」、「統合的

リスク管理基本方針」、「自己資本管理方針」を制定し、その重要性について支店

長会議や役職員大会等、機会あるごとに理事長ほか常勤役員から全役職員にメッ

セージを発信、周知徹底することで、透明性のある業務運営と適切な経営管理態

勢の確保、役職員の法令等遵守に対する意識向上に努めております。 

これまでの経営トップによるトップダウン体制が再び構築されることを防止す

るため、業務運営に係る重要事案は、執行部、常勤監事、執行役員、本部部長が

出席する常務会で報告・審議のうえ、理事会に上程する態勢を厳守いたします。

常務会では、執行役員や本部部長にも自由闊達に意見してもらう等、より深度の

ある議論を行ったうえで結論を出し、その結果を理事会に上程することを徹底し

てまいります。 

また、理事会による執行部への監督・牽制、監事会又は監事による執行部及び

理事会への監視・牽制、執行部による業務執行状況等について、中立性のもと多

面的な視点から検証・評価するほか、必要な指導・提言を行う経営監視委員会

（弁護士、公認会計士、地域の有識者で構成）を設置しております。 

なお、全職員が経営理念を日常活動の指針として活用するよう、クレド（お客

様との約束７か条）を策定し、全役職員が経営理念に沿って行動するよう努めて

おります。 
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お客様との約束７か条 

1.私たちは、明るい笑顔と心に届く元気な挨拶でお客様をお迎えします。

2.私たちは、いつもお客様への思いやりと感謝の気持ちを忘れずに、誠実な対応を

します。

3.私たちは、常にお客様のことを第一に考え、わりやすい言葉で親切・丁寧に、

おもてなしの心で応対をします。

4.私たちは、お客様からのご相談・ご要望にはスピーディーにお応えします。

5.私たちは、お客様が気軽に立ち寄れ、何でも相談しやすい店舗づくりをします。

6.私たちは、お客様との絆やコミュニケーションを大切にし、一人ひとりがお客様に

感動を与えられる職員になります。

7.私たちは、チャレンジ精神を忘れず、また慣習や前例にとらわれることなく、

何事にも積極的に取り組みます。

② 内部監査

当信用組合では、内部監査部署である監査部を理事長直属の組織として設置し、

監査の独立性を確保しております。また、常勤監事との定期的なミーティングを

行い、その内容をもとに都度理事長へ報告し業務上の問題点の洗い出しや改善へ

の対策を話し合うなどして、理事長及び監事と業務上の問題点を迅速に共有でき

る体制を整えています。 

監査部は、「監査規程」及び「内部監査実施要領」に基づく監査を通じて、各部

店における内部管理態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢及びリスク管理

態勢の適切性・有効性の検証評価及び改善事項の提言・勧告を通じて不正過誤を

防止し、業務運営の健全性の確保に努めてまいりました。 

しかしながら、一連の不祥事件に係る第三者委員会の指摘及び提言を受け、こ

れまでの内部監査態勢においては、不祥事件の再発防止への有効性は十分ではな

かったと認識しております。このため、一連の不祥事件の再発防止の観点から、

監査部による監査を抜き打ちかつ変則的に設定、実施頻度についても各部店の所

管業務に内在する各種リスク等を評価検証したうえで実施するほか、企業風土の

改善に向けて人間関係を含む職場環境や所属長等のマネジメント力（部下の評価

等）も検証し、必要に応じて常勤監事と連携し、効果的かつ有効的な監査を実施

してまいります。 

また、2025 年度より、リスク印章・オペレーションカードの適切な保管・管理

指導、防犯カメラ映像の検証、ＡＴＭ、金庫、貸金庫、夜間金庫に係る業務の適

切性の検証を常勤監事帯同のもと監査部が臨店し実施するほか、監査対象部店の
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職員に対して不祥事案等に関するアンケートを実施してまいります。 

内部監査態勢については、有効性の更なる向上に向け、全信組連の指導・助言

も受けつつ、不断なき検証・見直しを実施してまいります。 

 

③ 強化計画の進捗管理 

強化計画につきましては、主管部署である総合企画部が進捗状況を取りまとめ

のうえ常務会に報告し、常務会において一元的に管理してまいります。 

また、強化計画に掲げる施策への取組みが不十分な場合には、常務会において

施策の進捗状況の評価・検証を行い、原因究明と改善策を検討・協議のうえ、そ

の改善策を実行に移すなど実効性の確保に努めてまいります。 

 

（２）業務執行に対する監査又は監督の体制及び今後の方針 

① 内部監査体制 

当信用組合では、理事の業務執行の適切性を確保するために常勤監事１名、非

常勤監事１名、員外監事１名を選任しており、各種会議や常務会・理事会に出席

して、適宜所見を述べるとともに、必要な提言や勧告等を行っております。 

また、監事会の開催のほか、今後、常勤監事による部店への臨店監査に非常勤

監事及び員外監事が同行するなど、監事間の連携強化を図ってまいります。さら

に常勤監事は、当信用組合の内部管理部門である監査部による監査にも同行する

など、監査部とも連携して業務執行の適切性を検証し、その結果を理事会へ報告

し、業務執行上の問題点の改善に努めております。 

 

② 外部監査体制 

強化計画の進捗状況の管理・監督、経営戦略や基本方針についての客観的な立

場からの評価・助言を受け、経営の客観性・透明性を高めるため、全信組連の経

営指導を定期的に受けるとともに、全信組連の全国信用組合監査機構による監査

を定期的に受監しております。 

さらに当信用組合は、鈴木和郎公認会計士及び鈴木一徳公認会計士と監査契約

を締結しており（2025 年度監査より東北監査法人に変更）、同公認会計士と当信

用組合との議論の内容については、理事長以下の常勤理事及び常勤監事が適宜確

認・検証し、必要に応じて同公認会計士と深度ある議論を行っております。 

 

（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）及び市場リスクの管理を含

む各種のリスク管理の状況並びにこれらに対する今後の方針 

① 信用リスク管理 

当信用組合では、融資審査に関する基本的行動指針である「クレジットポリシ
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ー」を制定するとともに、「信用リスク管理方針」及び「信用リスク管理規程」を

定め、与信管理の徹底や審査態勢の充実、与信先モニタリング等により信用リス

クの軽減に努めております。特に、大口融資案件（融資申込額１億円以上）につ

いては、常務会の審議決定を経て、理事会に上程、理事会では、専門知見のある

非常勤理事、企業経営者である非常勤理事を交えた審議を厳正に行い、その可否

を決定しております。また、関連先を含めた与信残高が、正常先２億円以上、要

注意先及び破綻懸念先１億円以上の先について、「大口与信状況表」を作成し、本

部所管部署（融資部）において、債務者の状況、今後の見通し等について四半期

ごとに検証したうえで常務会及び理事会に報告しているほか、組合内の連携、情

報の共有等を通じた総括的な与信管理を行うことを目的に、2021 年３月に「与信

管理委員会」を立ち上げ、信用リスク管理態勢の強化を図っております。 

業種別管理については、貸出残高状況を四半期ごとに融資部で分析をしたうえ

で、半年ごとに常務会に報告し、特定業種への与信集中防止に努めております。

さらに、特定の取引先・企業グループへの与信が集中することにより、過大な損

失が発生するリスクを回避するため、与信リミット（最高限度）を一社及び企業

グループを併せ原則 10億円と定めて管理しております。 

一連の不祥事件においては、旧経営陣主導の下長きに亘り不正融資が行われて

おり、内部管理態勢の不備が不祥事件に繋がったと認識しております。今後は二

度と同様の事象を引き起こすことが無いよう、融資管理態勢や厳正な事務処理の

徹底、相互牽制態勢の確立を図ることで再発防止に努めてまいります。そのうえ

で、諸規程に則った厳正な信用リスク管理を徹底するとともに、全信組連の指

導・助言も受けつつ管理態勢の検証・見直しを行ってまいります。 

 

② 市場リスク管理 

当信用組合では、市場リスクの適切な管理と検証を行っていくために、「市場リ

スク管理規程」を定めております。また、余裕資金の効率的かつ安全な運用を図

るための「余裕資金運用規程」を定め、全信組連定期預金を中心に安全性を重視

し運用を行っております。 

また、リスク管理部署（経理部）によるモニタリングを実施し、その結果をＡ

ＬＭ委員会を通じて常務会及び理事会へ報告することで、経営陣が適切に評価・

判断できる体制を整えるとともに、マーケット環境の変化による時価が大きく変

動した場合への備えとして、ロスカットルールやストレステストなどを設けてお

ります。 

さらに組織運営体制においては、フロント（経理部）、ミドル（総合企画部）、

バック（経理部）の役割が明確化され定期的なチェックや報告も実施されていま

すが、本来的なリスク管理牽制機能を発揮するため、ミドル部門におけるリスク
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管理（リスク量の計測等）・牽制機能の強化・人材育成などを課題として対応して

まいります。 

今後も、規程に則った運用に努めるとともに、必要に応じて管理態勢の改善を

図るなど、引き続き市場リスク管理の徹底に取組んでまいります。 

 

③ 流動性リスク管理 

当信用組合では、直面する流動性リスクを適切に管理していくための「流動性

リスク管理方針・規程」を策定し、日次で資金の動きをモニタリングする体制と

しております。 

これにより、資金面で重大な動きがある場合には、速やかに担当理事を通じて

理事長に報告するなど、迅速な対応をとる体制を構築しております。また、流動

性資金の状況については、即時に対応できるよう、常勤役員、執行役員、本部部

長間において毎日情報を共有しております。 

なお、一連の不祥事件の影響により、流動性預金は減少傾向にあるため、流動

性の確保を最優先に対応するとともに、今後も、規程に則り迅速な対応ができる

よう情報共有を徹底し、必要に応じて管理態勢の検証・見直しを図るなど、流動

性リスク管理の強化に取組んでまいります。 

 

④ オペレーショナル・リスク管理 

当信用組合では、オペレーショナル・リスクの総合的な管理の重要性に鑑み、

事務・システム・法務などの各リスクに分類し、各種リスクの特性や統制の有効

性などに応じた個別の管理を行っていくことにより、全体のリスク管理の適正性

を確保しながら、当該リスクの発生防止と発生時における想定損失額を極小化す

ることで、お客さまからの信用・信頼を高め、経営の維持・安定を図っておりま

す。 

具体的には、オペレーショナル・リスクを事務リスク、システムリスク、法務

リスク、風評リスクに分類し、各リスクについて、所管部署を定めております。 

所管部署は、各種規程、マニュアルを遵守させる取組みを強化しており、リス

クの極小化及び顕在化の未然防止に努めております。 

今後も、規程に沿った管理を徹底するとともに、不断なき管理態勢の検証・見

直しを図るなど、オペレーショナル・リスク管理の強化に取組んでまいります。 

 

⑤ 情報開示の充実 

当信用組合は、相互扶助を理念とする地域密着型の金融機関として、社会的使

命と公共性の自覚と責任を持ち、常に健全経営に努めております。地域の住民や

法人であるお取引先や組合員の皆様に対し、特性や独自性を発揮している当信用
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組合への理解をより深めていただき、また、経営の透明性を確保するためにも、

迅速かつ充実した経営情報を開示し、日々積極的な営業活動に前向きに取組んで

おります。 

今後も、ディスクロージャー誌につきましては、決算期ごとに法令で定められ

た開示項目以外にも、経営理念、経営方針、役職員の行動指針「私たちいわしん

の宣言」、リスク管理態勢、コンプライアンス管理態勢の状況をはじめ、地域経済

発展や地域社会への貢献に関する情報（中小企業の経営改善や創業支援等の地域

活性化、ボランティア活動他）等を分かりやすく伝えられるよう作成し、窓口に

備え置くほか、当信用組合のホームページ上でも公開いたします。また、９月期

においても経営内容に関するレポートを作成し、窓口に備え置き情報開示してま

いります。 

なお、2025年６月及び同年 11 月に策定した業務改善計画の進捗状況につきまし

ても、当信用組合のホームページに定期的に掲載してまいります。 

（４）不祥事件等を防ぐための全組合的な法令等遵守態勢の確立に向けた方針

① 理事長による経営改革の断行、不祥事件等の根絶に向けた強いメッセージの定

期的発信

理事長より、経営改革、不祥事件の再発防止、ハラスメントの根絶に向けた決

意等のメッセージは、2025 年６月 28 日に実施した役職員大会をはじめ、組合内

の会議等の場において発信しております。今後もミーティング等、適切なタイミ

ングでメッセージを発信することで、全役職員の法令等遵守および反社会的勢力

遮断の意識向上を図り、企業風土の変革を経営トップとして牽引してまいります。 

② コンプライアンス推進態勢の強化

従来、監査部に内包されていたコンプライアンス推進機能の強化を図るため、

コンプライアンス統括部を 2025 年６月に新設いたしました。同部は、全信組連

より招聘した常務理事の所管とし、組合内でのコンプライアンス推進を牽引して

まいります。 

コンプライアンスにかかる内部態勢の管理・検証にあたっては、各部店（一次

部門）、コンプライアンス統括部（二次部門）、監査部（三次部門）による「３線

管理体制」を構築することで、牽制機能の強化を図ってまいります。 

③ コンプライアンスプログラム、反社会的勢力対応に関連する規程等の見直し

当信用組合のコンプライアンスプログラムについては今後、規程要領に準拠し

た事務遂行等、金融機関として求められる基本的な事項を含め、全組合的にコン

プライアンスの取組みを推進できるよう、後述のコンプライアンスマインドの醸
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成、教育プログラムの設定等を行ってまいります。 

  また、反社会的勢力対応につきましては、関連する規程等について実践的な内

容への見直しを図ることで、役職員の理解力向上と正しい判断力を育成してまい

ります。 

④ 全役職員のコンプライアンスマインドの醸成（再教育）

コンプライアンスマインド向上に向けたこれまでの取り組みは十分ではなかっ

たとの認識の下、今後は、不正の兆候に対するリスク感度を高める等、コンプラ

イアンスに対して全組合的に取り組むため、2025 年６月に新設したコンプライ

アンス統括部および総務部が主体となり、以下の取組みを実施してまいります。

❶役職員の階層別のコンプライアンス教育プログラムの設定

❷各部店単位でのコンプライアンス勉強会の実施

❸一般社団法人全国信用組合中央協会（全信中協）主催の研修受講

❹役職員のコンプライアンスマインドのモニタリング（理解度確認）

❺役職員のコンプライアンスマインドの醸成状況の人事考課への反映

❻法令等遵守に関して金融機関の職員として備えるべき知見を身に付け、健全な

企業風土を醸成するための研修の実施

⑤ 役職員が不祥事等について安心かつ躊躇なく相談・通報できる相談窓口の構築

当信用組合の内部通報・相談窓口については、コンプライアンス統括部担当役

員（全信組連出身の常務理事）を新たに任命したほか、全信中協が設置している

信用組合役職員向けの公益通報等相談窓口の利用も周知し、役職員がより安心か

つ躊躇なく相談・通報できる体制を構築いたしました。 

  さらに今後、当信用組合と利害関係のない法律事務所を窓口とする外部通報制

度も構築することで、相談や不正および反社に関する情報に関して、役職員が心

理的安全性を確保したうえで通報できる体制を整備いたします。 

⑥ 企業風土の再構築

旧経営陣における異常な上位下達文化の根絶、役職員の心理的安全性確保、風

通しの良い職場環境の構築のために、下記事項について検討・実施してまいりま

す。こうした取組みにより、役職員が安心してお客様本位の業務運営を行えるよ

う努めることで、地域金融機関として求められる金融仲介機能を十分に果たして

まいります。 
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❶理事長と職員（階層別又は部店別）による座談会（双方向の意見交換会）の定

期開催

❷所属長による所属職員への１on１ミーティングの定期実施

❸外部業者を活用した法令等遵守に係る無記名アンケートの実施

❹経営陣との匿名式チャットミーティングの継続開催（職場への不満やその改善

策の提案等を直接聞く）

❺部下に対する業績達成等に向けた不適切な圧力・プレッシャー等の禁止徹底

（５）反社会的勢力等の排除に対する今後の方針

① 反社会的勢力等との取引解消

当信用組合は、反社会的勢力との取引遮断にあたり、警察当局、暴力追放運動

推進センターおよび企業防衛対策協議会などの外部機関をはじめ、民事介入暴力

対策に対応する法律事務所と契約し、弁護士と緊密に連携して取引解消を進めて

まいります。 

組合内においても、警察ＯＢを顧問等として登用することで、反社会的勢力遮

断の実効性を高めるとともに、役職員に対する反社会的勢力対応管理に関する指

導の役割を与え、対策を講じてまいります。 

 また、取引上において、反社会的勢力等からの恐喝や不当要求などの行為が発

生した際に、機動的に法的措置を行える態勢を構築すべく、民事介入暴力事案の

専門性が高い法律事務所と顧問契約を締結いたします。そして、反社会的勢力の

属性情報や反社会的勢力と認定すべき者による不当行為に関する情報を、役職員

が躊躇なく速やかに報告や相談を行えるための通報窓口として同事務所を指定い

たします。 

これにより、不当要求などの抑止力に加え、役職員間の相互監視機能を発揮や、 

 心理的安全性の確保に寄与できるものと認識しております。 

② 反社会的勢力等との取引の未然防止

反社会的勢力等との一切の関係遮断を基本方針として定め、組合内外に明確に

表明し、役職員に対して対応の徹底を命ずるとともに、お取引先や地域社会に対

して宣言し、金融機関としての社会的責任を果たしてまいります。 

  一連の不祥事件により、当信用組合における反社チェック態勢の強化および改

善が急務であると認識しております。形骸化した反社チェックに関して、具体的

な手順や照会方法を示したルールを策定し規程化することで、職員による反社チ

ェック能力の平準化を進め、反社チェック態勢の強化と意識向上を図る一方で、

既存の反社チェックシステムに加えて、新たなチェックツールの導入により検証

事務の堅確性を確保し、判断の厳格化を図り、審査態勢を強化いたします。 
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③ 取り組み状況の発信 

  今後の反社会的勢力の遮断への取組み状況につきましては、当信用組合のホー

ムページに随時公表するなど、組合員並びにお客様、地域の皆様などに広く発信

してまいります。 

 

（６）資本参加制度の趣旨を踏まえた公的資金の有効活用に対する今後の方針 

   当信用組合は、不正融資や法令違反等、金融機能強化法（震災特例）による資

本参加制度の趣旨に違う重大な不祥事件を二度と発生させないようにするため、

上記のガバナンス態勢の確立やコンプライアンスマインドの醸成、反社会的勢力

等の排除等、健全な経営体制を構築するための取組みを確実に実行してまいりま

す。そのうえで、本来の資本参加制度の趣旨に沿って公的資金を有効に活用し、

当信用組合の強みである地域に根ざした特徴的な金融仲介機能を継続的に果たし

てまいります。 

 

第 8 経営強化のための前提条件 

経営強化のための前提条件は以下のとおりです。 

 

（金利）  

金利の見通しにつきましては、2025 年３月末の水準から、2025 年度中に一度、

2026年度中にもう一度利上げし、その後は 2027年３月末水準で推移するものと想

定しております。 

 

（為替）  

為替（ドル／円）レート見通しにつきましては、2025 年３月末の水準を基に、  

2026 年３月末に 145 円、2027 年３月末以降は 140 円前後で推移するものと想定し

ております。 

 

（株価）  

株価の見通しにつきましては、2025 年３月末の水準を基に、2026 年３月末に

45,000 円、その後の計画期間内は 1,000 円前後上昇しながら推移するものと想定

しております。 
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（単位：％、円）  

2025/3 

実績 

2026/3 

（前提） 

2027/3 

（前提） 

2028/3 

（前提） 

2029/3 

（前提） 

2030/3 

（前提） 

2031/3 

（前提） 

金

利 

無担保コール翌日物 0.476 0.750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

新発 10 年国債利回

り 

1.485 
1.800 2.000 2.000 2.000 

2.000 2.000 

為替相場（ドル／円） 149.52 145.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 

日経平均株価 35,617 45,000 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 

※2025/3 の実績値は、以下の数値を記載しております。

・無担保コール翌日物：日本銀行が公表する無担保コール O/N 物レート（平均値）

・新発 10 年国債利回り：ＱＵＩＣＫ社が算出する終値レート

・ドル/円レート：みずほ銀行が公表する午前 10 時時点の中値レート

・日経平均株価：終値

以 上 
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内閣府令附則第 24条第１項第２号に掲げる書類 

○ 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日にお

ける自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産

及び損益の状況を知ることのできる書類 



別紙様式第２号（第15条関係）

第 ７ 年 ３ 日現在） 貸　借　対　照　表

7 年 10 月 14 日　作成
7 年 10 月 17 日　備付

千円 千円

( )

資産の部合計 244,443,566 負債及び純資産の部合計 244,443,566

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

当 期 未 処 理 損 失 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

4,475,710

20,075,146純 資 産 の 部 合 計

△ 345,912

△ 966,512

△ 2,028,322

資 本 剰 余 金

159,022

負 債 の 部 合 計

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ）

17,973,671出 資 金

△ 5,797,202

資 本 準 備 金

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

△ 4,541,918

貸 倒 引 当 金

債 務 保 証 見 返

7,039無 形 固 定 資 産

普 通 出 資 金

115,570

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

優 先 出 資 金

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 7,039

債 務 保 証

29,000,000

1,710,450

退 職 給 付 引 当 金

未 払 費 用2,268,480

100,190

1,157,497

95,083

39,259

56,374

当 座 貸 越

全 信 組 連 出 資 金

そ の 他 の 負 債

未 収 収 益 269,453

賞 与 引 当 金有 形 固 定 資 産

社 債

株 式

38,007,116

手 形 貸 付 11,049,139

借 用 金

そ の 他 の 証 券 そ の 他 の 預 金

金 成 茂 印

193,851,026

　金 額　

2,718,062

給 付 補 填 備 金

未 払 法 人 税 等

当 座 借 越

92,225,233

定 期 積 金 8,500,921

科目

通 知 預 金 18,200

29,696

未 決 済 為 替 借

普 通 預 金

科目

そ の 他 資 産

319,299

27,479

77 期（令和 月 ３１

定 期 預 金 90,275,567

1,482,785

住 所
信 用 組 合 名

預 け 金

令和 理 事 長

3,394,945 預 金 積 金

福島県いわき市小名浜花畑町２番地の５

（負債の部）

　金 額　

（資産の部）

令和 い わ き 信 用 組 合

現 金

国 債

47,450,383

貯 蓄 預 金

地 方 債 712,190

有 価 証 券

1,480,948

73,030,026 当 座 預 金

1,320,8386,930,827

証 書 貸 付 108,398,793

97,876

121,814,290貸 出 金

29,000,000

そ の 他 負 債

割 引 手 形

441,553

30,964

107,349

11,114

11,798

未 決 済 為 替 貸

前 払 費 用

255,471

（　純資産の部　）

△ 2,187,344

前 受 収 益

払 戻 未 済 金

980,300

22,103,469

620,600

12,500,000

215,104

117,038417,934

職 員 預 り 金

そ の 他 の 資 産

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

1,423,355建 物

6,1641,079,602土 地

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

組 合 員 勘 定 合 計

△ 4,546,512

3,580,000特 別 積 立 金

土 地 再 評 価 差 額 金

利 益 準 備 金

4,475,710

5,473,671

1,210

偶 発 損 失 引 当 金 36,251

224,368,419

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

115,570

105,065



（注）

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示

しております。

２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式については移

動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし、市場

価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額について

は、全部純資産直入法により処理しております。

３．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っており

ます。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　再評価を行った年月日　　　　　　　　　　　　平成１４年３月３１日

　　当該事業用土地の再評価前の帳簿価額　　　　　４８５百万円

　　当該事業用土地の再評価後の帳簿価額　　　　　７４９百万円

　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条１号及び３号に

　　　定める公示価格又は固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。

　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の決算期における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳

　　簿価格の合計額との差額　△２５３百万円

４．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりま

す。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　建　物　－　３年～５０年

　　その他　－　３年～２０年

５．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。

　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと同等

の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）の債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳

簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在

は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸念先）に係る債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち債務者の支払能力を総合

的に判断し必要と認める額を計上しております。

　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を

求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店が資産査定を実施し融資部が査定結果を監査しております。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が

可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は１４，７６０百万

円であります。

６．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額

を計上しております。

７．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第２５号「退職給付に関する会計基準の適用

指針」（平成２７年３月２６日）に定める簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）に

より、当事業年度末における必要額を計上しております。

　当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合設立型企業年金基金）に加入しており、当

組合の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費

用として処理しております。

　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当組合の割合並びにこれらに関する補足

説明は次のとおりであります。

（１）制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）

　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　２４９，４１６百万円

　　　年金財政計算上の数理債務の額　　　２１１，０３３百万円

　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　　３８，３８２百万円

（２）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（自令和５年４月１日　至令和６年３月３１日）　　１．１１７％　

（３）補足説明

　　　上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高９，８９５百万円及び財政上の剰余金

　　　４８，２７８百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間８年の元利均等償却であり、当組

　　　合は、当事業年度の計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金１４百万円を費用処理しております。

　　　なお、上記（２）の割合は当組合の実際の負担割合とは一致しておりません。



８．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見込額のうち、当

事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

９．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求

に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。

10．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく負担金の支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上

しております。

11．収益の計上方法について、役務取引等収益は役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手数料」

「その他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する

受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものと、輸出・輸入手数料、外国為替送金手数料等の外国

為替業務に基づくものがあります。

　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足されるため、原則として、一

時点で収益を認識しております。また、履行義務の充足が１年超となる取引はありません。

12．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は

当事業年度の費用に計上しております。

13．重要な会計上の見積り

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要

な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

　貸倒引当金　　５，７９７百万円

　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として５.に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分の判定におけ

る貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収

益獲得能力を個別に評価し、設定しております。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変

化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。　

14．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。

このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有してお

　ります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク、為替の変動リスクに

　晒されております。　

　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。

（3）金融商品にかかるリスク管理体制

①信用リスクの管理

当組合は、融資規程及び信用リスク管理規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信

用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの

与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、定期的に経営陣による常務会や理事会を開催し、審議・報

告を行っております。さらに、与信管理の状況については、債権管理部がチェックしております。

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経理部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理し

　　ております。

②市場リスクの管理

（ⅰ）金利リスクの管理

当組合は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。ＡＬＭに関する規則及び要領において、リスク

　　管理方法や手続等の詳細を明記しており、ＡＬＭ委員会において決定されたＡＬＭに関する方針に基づき、理事会に

　　おいて実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。日常的には総合企画部において金融資産及び負

　　債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで理事

　　会に報告しております。

　（ⅱ）為替リスクの管理

当組合は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

　（ⅲ）価格変動リスクの管理

有価証券を含む市場運用商品の保有については、常務会の方針に基づき、理事会の監督の下、余資運用規程に従い

　　行われております。このうち、経理部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定のほか、

　　継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。経理部で保有している株式の多くは、事

　　業推進目的で保有しているものであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしています。これらの情報

　　は経理部を通じ、理事会及び常務会において定期的に報告されております。



　（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報

　　　当組合では、「預け金」、「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」、及び「借用金」の市場リスク量をＶａＲに

　　より月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるように管理しております。

　　　当組合のＶａＲは「預け金」、「貸出金」、「預金積金」及び「借用金」についてモンテカルロ・シミュレーショ

　　ン法（保有期間２４５日、信頼区間９９％、観測期間２年）により、「有価証券」について分散共分散法（保有期間

　　６０日、信頼区間９９％、観測期間２年）により算出しており、令和７年３月３１日（当事業年度の決算日）現在で

　　当組合の市場リスク量（損失額の推定値）は全体で１，７１８百万円です。

　　　なお、当組合では、「有価証券」について、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバックテスティング

　　を実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、

　　ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考

　　えられないほど市場が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。　

　③資金調達にかかる流動性リスクの管理

　　　当組合は、ＡＬＭを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達

　　バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額

　が異なることもあります。

　　なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

15.金融商品の時価等に関する事項

　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価等の評価技法

（算定方法）については（注１）参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません

（（注２）参照）。また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

（１）預け金 ７３，０３０ ７２，４０１ △６２８

（２）有価証券

　　　　満期保有目的の債券 ２０，４３０ １９，８４９ △５８１

　　　　その他有価証券 ２６，６０４ ２６，６０４ －

（３）貸出金 １２１，８１４

　　　　貸倒引当金 △５，７９７

１１６，０１７ １１８，１７２ ２，１５５

金融資産計 ２３６，０８２ ２３７，０２７ ９４５

（１）預金積金 １９３，８５１ １９３，２２８ △６２２

（２）借用金 ２９，０００ ２９，０００ －

金融負債計 ２２２，８５１ ２２２，２２８ △６２２

　（注）1.預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載

　　　　　しております。

　　　　2.貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）

　金融資産

　①預け金

　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満

　　期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。

　②有価証券

　　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、

　　取引所の価格又は公表されている基準価額によっております。

　　　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については16.に記載しております。

　③貸出金

　　　貸出金は、以下の（ⅰ）～（ⅱ）の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する

　　方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。

　（ⅰ）６カ月以上延滞債権等、将来キャッシュフローの見積りが困難な債権については、その貸借対照表の貸出金勘定

　　　に計上している額（貸倒引当金控除前の額）。

　（ⅱ）（ⅰ）以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュフローを作成し、元利金の合計額を無リスク利子率（または市場

　　　金利）で割り引いた価額を時価とみなしております。



　金融負債

　①預金積金

　　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価とみなしております。定期性預金の

　　時価は、一定の期間帯ごとに将来キャッシュフローを作成し、元利金の合計額を一種類の無リスク利子率（または市

　　場金利）で割り引いた価額を時価とみなしております。

　②借用金

　　　借用金については、帳簿価額を時価としております。

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれ

　　ておりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　分 貸借対照表計上額

子会社株式（注1） １０

非上場株式（注1） ３０９

全信組連出資金（注1） ９８０

組合出資金（注2） ９６

合　計 １，３９５

　　（注）1.子会社株式、非上場株式及び全信組連出資金については、企業会計基準適用指針第１９号「金融商品の時価

　　　　　　等の開示に関する適用指針」（令和２年３月３１日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

　　　　　2.組合出資金については、企業会計基準適用指針第３１号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和

　　　　　　３年６月１７日）第２４－１６項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

16．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次の通りであります。

　（１）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。

　（２）満期保有目的の債券　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】

　　　　　　　　　　貸借対照表計上額　　　　　　時価　　　　　　差額

　　　　　債　券　　　１７，５３０　　　１７，０５９　　　　△４７０

　　　　　　国　債　　　１，１９５　　　　１，１５０　　　　　△４５

　　　　　　地方債　　　　　４９９　　　　　　４８８　　　　　△１１

　　　　　　社　債　　１５，８３５　　　１５，４２１　　　　△４１４

　　　　　その他　　　　２，９００　　　　２，７８９　　　　△１１０

　　　　　小　計　　　２０，４３０　　　１９，８４９　　　　△５８１

　　　　　合　計　　　２０，４３０　　　１９，８４９　　　　△５８１

　（３）子会社株式で時価のあるものはありません。

　（４）その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

　　　　　　　　　　貸借対照表計上額　　　　取得原価　　　　　　差額

　　　　　債　券　　　　１，７２１　　　　１，７００　　　　　　２０

　　　　　　地方債　　　　　２１２　　　　　　２００　　　　　　１２

　　　　　　社　債　　　１，５０８　　　　１，５００　　　　　　　７

　　　　　その他　　　　　　７０９　　　　　　７０１　　　　　　　７

　　　　　小　計　　　　２，４３０　　　　２，４０２　　　　　　２８

　　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

　　　　　　　　　　貸借対照表計上額　　　　取得原価　　　　　　差額

　　　　　債　券　　　２０，９４８　　　２２，６１７　　△１，６６８

　　　　　　国　債　　　　　２８５　　　　　　２９８　　　　　△１２

　　　　　　社　債　　２０，６６３　　　２２，３１９　　△１，６５５

　　　　　その他　　　　３，２２４　　　　３，７７１　　　　△５４６

　　　　　小　計　　　２４，１７３　　　２６，３８９　　△２，２１５

　　　　　合　計　　　２６，６０４　　　２８，７９１　　△２，１８７



17．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

18．当事業年度中に売却したその他有価証券は次の通りであります。

売却価額　　　２，６５２百万円　　　売却益　２９百万円　　　売却損１９８百万円

19．その他有価証券のうち、満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次の通りであります。

（単位：百万円）

１年以内　　１年超５年以内　　５年超１０年以内 １０年超　　

債　券 ３，３４２ ２１，０８１ ９，５４０ ６，２３６

国　債 － １９９ １，２８１ －

地方債 － ４９９ ２１２ －

社　債 ３，３４２ ２０，３８２ ８，０４５ ６，２３６

その他 ２０１ ２，９０３ － ３００

合　計　　　　３，５４３　　　２３，９８４　　　　　９，５４０　　　６，５３６

20．協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりで

あります。なお、債権は、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるも

のであります。

　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　７，０８５百万円

　　危険債権額 ５，９９２百万円

　　三月以上延滞債権額 ７百万円

　　貸出条件緩和債権額 １，３６２百万円

　　合計額 １４，４４７百万円

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営

破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元

本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであり

ます。

　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及び

これらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返

済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権

並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

　なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

21．手形割引は、業種別委員会実務指針第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引

受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有し

ておりますが、その額面金額は９７百万円であります。

22．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係

る融資未実行残高は、６，９０６百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取

消可能なものが６，９０６百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当組合

の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保

全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができ

る旨の条件が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約

後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。

23．有形固定資産の減価償却累計額　３，１９６百万円

24．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額　　　２８百万円

　　この他、不祥事に起因する融資額を役員貸付金として計上した金額　２，９１６百万円

25．子会社等の株式又は出資金の総額　１０１百万円

26．子会社等に対する金銭債務総額　９百万円



27．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下の通りであります。

　　繰延税金資産

貸倒引当金限度超過額 ３，８１９百万円

税務上の繰越欠損金（注１） ２７

固定資産減損 １１３

減価償却限度超過額 ６３

退職給付引当金 １５

その他有価証券評価差額金 ６０５

その他 ３７

　　繰延税金資産小計 ４，６８２

繰越欠損金に係る評価性引当額 △２７

その他評価性引当額 △４，６５５

　　評価性引当額小計 △４，６８２

　　繰延税金資産合計 －

　　繰延税金資産の純額 －百万円

（注１）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 （単位：百万円）

１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超 合　計

税務上の繰越欠損金（ａ） － － － － － ２７ ２７

評価性引当額 － － － － － △２７ △２７

繰延税金資産 － － － － － － －

（ａ）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

28．担保に提供している資産は次の通りであります。

・担保提供している資産　預け金　２９，８５１百万円（信組保障基金保証金、信組内国為替運営機構保証金、日銀

歳入復代理店保証金、福島県公金取扱担保、当座借越担保）

有価証券　７，１００百万円

・担保資産に対応する債務　借用金２９，０００百万円

29．出資１口当たりの純資産額は△４４９円８６銭です。

30．重要な後発事象

　 当組合は令和６年１１月１５日に不祥事案を公表するとともに第三者委員会を設置してその内容調査・原因究明等を行

うこととしました。決算日後の令和７年５月２９日に当該不祥事案に基づいて東北財務局から業務改善命令を受け、令和

７年５月３０日に第三者委員会の調査報告書が提出され、公表いたしました。これらは、次期以後において資金調達を始

めとする当組合の財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　当組合は預金払戻及び解約に対する必要資金を確保することを目的として、全国信用協同組合連合会取引約定書第１条

の規定に基づき、令和７年６月に今後の資金調達に備えて有価証券の担保提供を行い、預金減少に必要な資金を随時補充

しております。手元現金及び預け金並びに当該有価証券担保借入により、必要資金は十分に確保できるものと判断してお

ります。



別紙様式第３号（第15条関係）

令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 から

令和 ７ 年 ３ 月 ３１日 まで

7 年 10 月 14 日　作成
7 年 10 月 17 日　備付

理　　事　　長

千円

修 正 再 表 示 に よ る 累 積 的 影 響 額 ▲ 1,940,680

そ の 他 業 務 費 用 198,888

そ の 他 の 役 務 費 用

支 払 為 替 手 数 料

132,380

特 別 損 失

特 別 利 益

そ の 他 の 特 別 損 失

受 入 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 の 業 務 収 益

71,392

31,755

給 付 補 填 備 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益 7,960

3,464,050

2,995,035

役 務 取 引 等 収 益

第 77

そ の 他 の 支 払 利 息

金 額

資 金 運 用 収 益

科　　　　　　　　　　目

247,070

信 用 組 合 名 い わ き 信 用 組 合

343,802

96,731

106,061

経 常 収 益

令和
金 成 茂 印

454,541

貸 出 金 利 息

期 ］［ 損　益　計　算　書

15,945

86,372

そ の 他 業 務 収 益

令和 住　　　　　所 福島県いわき市小名浜花畑町２番地の５

2,395,208

預 け 金 利 息

預 金 利 息

15,725

28,202

39,223そ の 他 の 受 入 利 息

有 価 証 券 利 息 配 当 金

株 式 等 売 却 益 7,019

5,894,801

借 用 金 利 息

資 金 調 達 費 用 208,494

経 常 費 用

38,840

22,895

当 期 未 処 理 損 失 金

税 引 前 当 期 純 損 失

778,035物 件 費

経 常 損 失

497

役 務 取 引 等 費 用

247,401

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

123,617

▲ 4,546,512

4,290

▲ 2,756,713

法 人 税 等 合 計 127,907

国 債 等 債 券 売 却 益

償 却 債 権 取 立 益

164,068

279,156

そ の 他 経 常 収 益

固 定 資 産 処 分 益

93,932

減 損 損 失 231,378

国 債 等 債 券 売 却 損 198,888

1,540,510

79,861

3,226,624

1,123,739

1,981,637経 費

税 金

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

人 件 費

1,603,540

1,417

▲ 2,430,751

そ の 他 経 常 費 用

貸 出 金 償 却

76,510そ の 他 の 経 常 費 用

▲ 1,841,436修正再表示を反映した繰越金（当期首残高）

貸 出 債 権 売 却 損

株 式 等 償 却

そ の 他 資 産 償 却

6,796

▲ 2,628,805

330,435

4,172

472

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 取 崩 額 125,584

固 定 資 産 処 分 損 5,125

再 評 価 差 額 金 取 崩 額 51,637

当 期 純 損 失

99,243繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）

法 人 税 等 調 整 額



（注）

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満を

切り捨てて表示しております。

２．子会社等との取引による収益総額 ０百万円

 子会社等との取引による費用総額　 　０百万円

３．出資１口当たりの当期純損失　　　２３３円７３銭

４．収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会計方針とあわせて注記

しております。

５．当事業年度において、以下の資産について、減損損失を計上しております。

①減損損失を認識した資産又は資産グループの概要

（単位：百万円）

№ 場　所 用　途 種　類 金　額

1 いわき市江名字北野町 営業用店舗 建物、土地 16

2 いわき市平薄磯 営業用店舗 建物、土地 26

3 いわき市植田町 営業用店舗 建物、土地 36

4 いわき市勿来町 営業用店舗 建物、土地 25

5 いわき市小名浜住吉 営業用店舗 建物、土地 61

6 いわき市泉町 営業用店舗 建物、土地 9

7 いわき市内郷綴町 営業用店舗 建物、土地 9

8 いわき市四倉町 営業用店舗 建物、土地 39

9 いわき市好間町 営業用店舗 建物、土地 5

合計額 231

②減損損失の認識に至った経緯

資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、回収可能価額を著しく低下させる変

化が生じたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

③資産のグルーピングの方法

資産のグルーピングは、営業用店舗については、それぞれをグルーピングの最小単位としております。

その他の資産は各資産を最小単位としております。また、本部等については共用資産としております。

④回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、不動産鑑定評価基準等に

基づき算定しております。

６．「修正再表示による累積的影響額」△１，９４０，６８０千円は、不正融資等に伴う貸出金の前期末

　　相当額であります。



当 期 未 処 理 損 失 金

特 別 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額 620,600,000
資 本 準 備 金 取 崩 額 345,912,577

繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）

計 4,546,512,577
0

損　失　処　理　案 （単位：円）

4,546,512,577
　　これを次のとおり処理します

3,580,000,000



第７表　単体自己資本比率
（単位：千円、％）

22,103,469

22,449,381

△345,912

1,255,283

1,255,283

23,358,752

5,092

5,092

40,781

コア資本に係る基礎項目の額
（イ）

コア資本に係る調整項目　　（２）

信用協同組合連合会の対象普通出資等の額

特定項目に係る十パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに
係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに
限る。）に関連するものの額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であっ
て自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるも
のを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本
調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

コア資本に係る基礎項目　　（１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員
勘定又は会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

基準日 2025 3 31

項目 当期末 前期末

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシン
グ・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の
額

適格引当金不足額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金
の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額



45,873

23,312,878

120,754,221

120,206,253

547,968

勘定間の振替分

5,896,836

126,651,057

18.40 ％

 (注) 1．本表は、国内基準の適用を受ける信用組合が記載するものとする。

　2．本表における項目の内容については、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第5号ニ等の規定に基づき、

自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項（平成19年金融庁告示第17号）における別紙様式第1号に従うものとする。

リスク・アセット等の額の合計額
（ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

　3．他の金融機関等（自己資本比率告示第14条第3項に規定する「他の金融機関等」をいう。）の対象資本等調達手段の額について、
以下の表に記載すること。

オフ・バランス取引等項目

CVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用
リスク・アセットの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセント
で除して得た額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八
パーセントで除して得た額

資本フロア調整額

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ））
（ハ）

リスク・アセット等　（３）

信用リスク・アセットの額の合計額

資産（オン・バランス）項目

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置（自己資本比率
改正告示附則第12条第8項）を用いて算出したリス
ク・アセットの額から経過措置を用いずに算出し
たリスク・アセットの額を控除した額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに
係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに
限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額
（ロ）



(単位：千円)

1

(単位：千円)

(単位：千円)

(単位：千円)

2

2

2

適格STC要件充足分

　8．CVAリスクに関する記載：（使用している場合＝1、使用していない場合＝2）

簡便法

　BA-CVA

　SA-CVA

合計

　7．証券化エクスポージャーのうちﾘｽｸﾘﾃﾝｼｮﾝ規制抵触分及び適格STC等の要件充足分について、その内訳を以下の表に記載すること。

区分 信用ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄの額

ﾘｽｸﾘﾃﾝｼｮﾝ規制抵触分

適格短期STC要件充足分

不良債権証券化要件充足分

外部格付準拠方式

内部評価方式

標準的手法準拠方式

合計

　6．証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計額について、方式別にその内訳を以下の表に記載すること。

方式 信用ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄの額

内部格付手法準拠方式

ﾏﾝﾃﾞｰﾄ方式

蓋然性方式

ﾌｫｰﾙ･ﾊﾞｯｸ方式

　5．みなし計算を適用して計算した信用リスク・アセットの額の合計額について、方式別にその内訳を以下の表に記載すること
（方式名は告示と異なる）。

方式 信用ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄの額

ﾙｯｸ･ｽﾙｰ方式

その他外部TLAC関連調達手段

うち、経過措置対象その他
外部TLAC関連調達手段で
あって、経過措置（10年
間）により150％のリス
ク・ウェイトを適用してい
ない額

うち、国内TLAC規制対象会
社の同順位商品であって、
経過措置（5年間）により
150％のリスク・ウェイト
を適用していない額

対象普通出資等（に相当する
もの）

299,872

連合会の対象普通出資等（に
相当するもの）

980,300

対象資本等調達手段のうち対
象普通出資等及びその他外部
TLAC関連調達手段に該当する
もの以外のもの（に相当する
もの）

0

区分 残高（末残）

　4．信用リスクに関する記載：（標準的手法を採用する信用協同組合等＝1、基礎的内部格付手法を採用する信用協同

組合等＝2、先進的内部格付手法を採用する信用協同組合等＝3）



2

2

2

2

1

　11．特定取引勘定を設置しない信用協同組合等にあっては以下の左表の計数について、特定取引勘定を設置する信用協同組合等にあっては

以下の右表の計数について記載すること。

(単位：千円、％) (単位：千円、％)

0

0

0

244,443,566

0.00 ％ ％

(単位：千円、％)

％

2

2

2

1

2

2

2

2

17. 前期データのうち、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示により変更が生じた箇所については、変更後の金額を欄外に
注記すること。

　16．ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸに関する記載：（使用している場合＝1、使用していない場合＝2）

　BIの算出においてより保守的な算式を利用

　ILMは「内部損失データ」を使用

　ILMは「1」を使用

　ILMは「保守的な見積値」を使用

　ILMは「金融庁長官が指定する値」を使用

簡易的方式

標準的方式

内部モデル方式

　15．ﾏｰｹｯﾄ･ﾘｽｸに関するトレーディング・デスク数を記載すること。

標準的方式

内部モデル方式

(2)ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ相当額の合計額を八ﾊﾟｰｾﾝﾄで除して得た額

(3)外国為替ﾘｽｸ･ｶﾃｺﾞﾘｰの全体のﾈｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝの額

(4)比率　(3)／((1)+(2)+(3))

　13．上記(注)12.について、明らかに(3)が1,000億円未満、かつ、(4)が10％未満である場合には、上記(注)12.の

記載はブランクとし、右記に「1」を記載すること。なお、上記(注)12.に記載がある場合、(注)13.はブランクとする。

　14．ﾏｰｹｯﾄ･ﾘｽｸに関する記載：（使用している場合＝1、使用していない場合＝2）

比率(Ａ／Ｂ) 比率(Ａ／Ｂ)

　12．外国為替ﾘｽｸ･ｶﾃｺﾞﾘｰのﾈｯﾄ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ等の額（当期末時点）について記載すること。

区分 当期末残高

(1)信用ﾘｽｸ･ｱｾｯﾄの額

売付商品債券 特定取引負債

計(Ａ) 計(Ａ)

総資産(Ｂ) 総資産(Ｂ)

　10．ﾏｰｹｯﾄ･ﾘｽｸ相当額不算入の特例に関する記載：（適用している＝1、適用していない＝2）

区分 当期末残高 区分 当期末残高

商品有価証券 特定取引資産

　9．ｵﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ取引並びに派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額に関する記載：（使用している場合＝1、

使用していない場合＝2）

ｶﾚﾝﾄ・ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ方式

　SA-CCR

ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ変動額推計ﾓﾃﾞﾙ

　期待ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ方式



計表ID FN103 Ver.201903 別紙様式1-1
2025
2092

日　計　表
(令和7年11月末現在）

（単位：円）

金    額 金    額

10,853,569,092 145,059,873,264
10,853,569,092 840,465,681

( 30,645,604 ) 77,153,522,782
0 19,134,219
0 9,000,000

69,566,890,488 1,207,063,134
69,566,890,488 16,247,711

( 68,928,706,789 ) 79,245,433,527
0 59,656,116,437
0 6,158,323,300
0 65,814,439,737
0 0
0 0
0 0
0 0
0 76,220,000,000
0 16,300,000,000
0 59,920,000,000
0 0
0 0

48,209,810,647 0
1,493,917,978 0

699,330,833 0
0 0

38,427,851,713 0
( 10,723,904,000 ) 0
( 900,000,000 ) 0
( 26,803,947,713 ) 0

319,299,986 0
0 594,975,158

3,973,142,299 138,545,967
3,200,000,000 199,089,283

96,267,838 30,200,865
114,853,916,369 11,114,589

( 0 ) 0
84,655,007 13,619,975

9,165,059,725 9,329,795
103,304,398,074 0

2,299,803,563 1,105,572
0 0
0 89,395,877
0 0
0 0
0 0

1,727,616,446 0
44,267,675 0

980,300,000 0
0 0

11,000,000 0
269,453,393 0

0 0
0 0
0 102,573,235
0 0
0 0
0 601,484

106,571,642 39,259,176
316,023,736 0

0 43,554,337
2,956,344,374 0
1,484,192,297 70,761,021
1,254,492,033 0

0 0
0 124,809,395

217,660,044 121,861,187
7,039,633 222,275,695,022

0 23,341,699,618
0 17,977,402,000
0 5,477,402,000

7,039,633 12,500,000,000
0 0
0 0
0 4,475,710,709

121,861,187 4,475,710,709
△ 2,524,913,831 0

( △ 1,476,190,233 ) 677,926,699
0 620,600,000

57,326,699
特 別 積 立 金 3,580,000,000
（ う ち 目 的 積 立 金 ） ( 0 )
繰 越 金 0
未 処 分 剰 余 金 △ 3,522,673,301

0
0
0
0

210,660,210
245,617,394,640

154,739,765
合    計 245,772,134,405 合    計 245,772,134,405

店舗数(店舗） 15 常勤役職員数（人） 166
（うち本・支店（店舗）） 15 （うち役員（人）） 6
（うち出張所（店舗）） 0 （うち男性職員（人）） 93
出資口数（口） 10,954,804 （うち女性職員（人）） 67
組合員数（人） 41,676

基準日(西暦年/月) 11
金融機関コード

金融機関名 いわき信用組合
担当部署 経理部

現 金 当 座 預 金
（ う ち 小 切 手 ・ 手 形 ） 普 通 預 金
外 国 通 貨 貯 蓄 預 金

そ の 他 の 出 資 金

都道府県名 福島県

資　　 　　産 負　債　及　び　純　資　産

科　　 　目 科　　 　目

現 金 預 金 積 金

( う ち 全 信 組 連 預 け 金 ) [ 小 計 ]
譲 渡 性 預 け 金 定 期 預 金

買 入 手 形 定 期 積 金

金 通 知 預 金
預 け 金 別 段 預 金

預 け 金 納 税 準 備 預 金

買 入 金 銭 債 権 [ 小 計 ]
金 銭 の 信 託 譲 渡 性 預 金
商 品 有 価 証 券 借 用 金

コ ー ル ロ ー ン [ 小 計 ]
買 現 先 勘 定 非 居 住 者 円 預 金
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 外 貨 預 金

そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 売 渡 手 形
有 価 証 券 コ ー ル マ ネ ー

国 債 売 現 先 勘 定

商 品 国 債 借 入 金
商 品 地 方 債 当 座 借 越
商 品 政 府 保 証 債 再 割 引 手 形

（ 公 社 公 団 債 ） 外 国 他 店 預 り
（ 金 融 債 ） 外 国 他 店 借
（ そ の 他 社 債 ） 売 渡 外 国 為 替

地 方 債 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
短 期 社 債 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー
社 債 外 国 為 替

外 国 証 券 未 払 費 用
そ の 他 の 証 券 給 付 補 塡 備 金

貸 出 金 未 払 法 人 税 等

株 式 未 払 外 国 為 替
貸 付 信 託 そ の 他 負 債
投 資 信 託 未 決 済 為 替 借

証 書 貸 付 払 戻 未 済 金
当 座 貸 越 払 戻 未 済 持 分

外 国 為 替 厚 生 年 金 基 金 未 払 割 賦 金

（ う ち 金 融 機 関 貸 付 金 ） 前 受 収 益
割 引 手 形 未 払 諸 税
手 形 貸 付 未 払 配 当 金

取 立 外 国 為 替 借 入 商 品 債 券
そ の 他 資 産 借 入 有 価 証 券

未 決 済 為 替 貸 売 付 商 品 債 券

外 国 他 店 預 け 職 員 預 り 金
外 国 他 店 貸 先 物 取 引 受 入 証 拠 金
買 入 外 国 為 替 先 物 取 引 差 金 勘 定

未 収 収 益 リ ー ス 債 務
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 資 産 除 去 債 務
先 物 取 引 差 金 勘 定 未 払 送 金 為 替

全 信 組 連 出 資 金 売 付 債 券
そ の 他 出 資 金 金 融 派 生 商 品
前 払 費 用 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

リ ー ス 投 資 資 産 代 理 業 務 勘 定
仮 払 金 賞 与 引 当 金
そ の 他 の 資 産 役 員 賞 与 引 当 金

保 管 有 価 証 券 等 仮 受 金
金 融 派 生 商 品 そ の 他 の 負 債
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 本 支 店 勘 定

土 地 特 別 法 上 の 引 当 金
リ ー ス 資 産 繰 延 税 金 負 債
建 設 仮 勘 定 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

本 支 店 勘 定 退 職 給 付 引 当 金
有 形 固 定 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

建 物 そ の 他 の 引 当 金

の れ ん 出 資 金
リ ー ス 資 産 普 通 出 資 金
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 優 先 出 資 金

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 債 務 保 証
無 形 固 定 資 産 負 債 計

ソ フ ト ウ ェ ア 純 資 産

そ の 他 資 本 剰 余 金貸 倒 引 当 金
利 益 剰 余 金（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ）

利 益 準 備 金そ の 他 の 引 当 金

前 払 年 金 費 用
優 先 出 資 申 込 証 拠 金繰 延 税 金 資 産
資 本 剰 余 金再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

資 本 準 備 金債 務 保 証 見 返

土 地 再 評 価 差 額 金
負 債 及 び 純 資 産 計
期 中 損 益

そ の 他 利 益 剰 余 金

自 己 優 先 出 資
自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
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日　計　表
(令和7年11月中平残）

（単位：円）

金    額 金    額

12,202,299,472 146,322,354,444
12,202,299,472 907,798,152

( 7,118,864 ) 77,497,712,101
0 19,082,879
0 9,254,338

69,155,452,506 757,882,987
69,155,452,506 15,774,017

( 68,475,337,228 ) 79,207,504,474
0 60,862,604,234
0 6,252,245,736
0 67,114,849,970
0 0
0 0
0 0
0 0
0 76,220,000,000
0 16,300,000,000
0 59,920,000,000
0 0
0 0

48,246,190,774 0
1,493,917,978 0

699,330,833 0
0 0

38,443,889,113 0
( 10,739,941,400 ) 0
( 900,000,000 ) 0
( 26,803,947,713 ) 0

319,299,986 0
0 594,889,413

3,973,560,798 52,134,904
3,219,924,228 199,089,283

96,267,838 29,901,376
115,107,883,502 11,114,589

( 0 ) 0
86,374,826 13,163,073

9,174,312,313 9,417,697
103,595,474,317 44,155,300

2,251,722,046 1,183,872
0 0
0 90,715,866
0 0
0 0
0 0

1,751,466,397 0
21,885,262 0

980,300,000 0
0 0

11,000,000 0
269,453,393 0

0 0
0 0
0 144,013,452
0 1
0 0
0 1,432,644

152,804,006 39,259,176
316,023,736 0

0 43,619,152
2,956,344,374 0
1,484,192,297 70,761,021
1,254,492,033 0

0 0
0 124,809,395

217,660,044 116,360,238
7,039,633 223,533,485,483

0 23,341,641,951
0 17,977,344,333
0 5,477,344,333

7,039,633 12,500,000,000
0 0
0 0
0 4,475,710,709

116,360,238 4,475,710,709
△ 2,524,913,831 0

( △ 1,476,190,233 ) 677,926,699
0 620,600,000

57,326,699
特 別 積 立 金 3,580,000,000
（ う ち 目 的 積 立 金 ） ( 0 )
繰 越 金 0
未 処 分 剰 余 金 △ 3,522,673,301

0
0
0
0

210,660,210
246,875,127,434

142,995,631
合    計 247,018,123,065 合    計 247,018,123,065

負 債 及 び 純 資 産 計
期 中 損 益

そ の 他 利 益 剰 余 金

自 己 優 先 出 資
自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金

そ の 他 資 本 剰 余 金貸 倒 引 当 金
利 益 剰 余 金（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ）

利 益 準 備 金そ の 他 の 引 当 金

前 払 年 金 費 用
優 先 出 資 申 込 証 拠 金繰 延 税 金 資 産
資 本 剰 余 金再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

資 本 準 備 金債 務 保 証 見 返

の れ ん 出 資 金
リ ー ス 資 産 普 通 出 資 金
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 優 先 出 資 金

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 債 務 保 証
無 形 固 定 資 産 負 債 計

ソ フ ト ウ ェ ア 純 資 産

土 地 特 別 法 上 の 引 当 金
リ ー ス 資 産 繰 延 税 金 負 債
建 設 仮 勘 定 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

本 支 店 勘 定 退 職 給 付 引 当 金
有 形 固 定 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

建 物 そ の 他 の 引 当 金

リ ー ス 投 資 資 産 代 理 業 務 勘 定
仮 払 金 賞 与 引 当 金
そ の 他 の 資 産 役 員 賞 与 引 当 金

保 管 有 価 証 券 等 仮 受 金
金 融 派 生 商 品 そ の 他 の 負 債
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 本 支 店 勘 定

未 収 収 益 リ ー ス 債 務
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 資 産 除 去 債 務
先 物 取 引 差 金 勘 定 未 払 送 金 為 替

全 信 組 連 出 資 金 売 付 債 券
そ の 他 出 資 金 金 融 派 生 商 品
前 払 費 用 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

取 立 外 国 為 替 借 入 商 品 債 券
そ の 他 資 産 借 入 有 価 証 券

未 決 済 為 替 貸 売 付 商 品 債 券

外 国 他 店 預 け 職 員 預 り 金
外 国 他 店 貸 先 物 取 引 受 入 証 拠 金
買 入 外 国 為 替 先 物 取 引 差 金 勘 定

証 書 貸 付 払 戻 未 済 金
当 座 貸 越 払 戻 未 済 持 分

外 国 為 替 厚 生 年 金 基 金 未 払 割 賦 金

（ う ち 金 融 機 関 貸 付 金 ） 前 受 収 益
割 引 手 形 未 払 諸 税
手 形 貸 付 未 払 配 当 金

外 国 証 券 未 払 費 用
そ の 他 の 証 券 給 付 補 塡 備 金

貸 出 金 未 払 法 人 税 等

株 式 未 払 外 国 為 替
貸 付 信 託 そ の 他 負 債
投 資 信 託 未 決 済 為 替 借

（ 公 社 公 団 債 ） 外 国 他 店 預 り
（ 金 融 債 ） 外 国 他 店 借
（ そ の 他 社 債 ） 売 渡 外 国 為 替

地 方 債 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
短 期 社 債 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー
社 債 外 国 為 替

そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 売 渡 手 形
有 価 証 券 コ ー ル マ ネ ー

国 債 売 現 先 勘 定

商 品 国 債 借 入 金
商 品 地 方 債 当 座 借 越
商 品 政 府 保 証 債 再 割 引 手 形

預 け 金 納 税 準 備 預 金

買 入 金 銭 債 権 [ 小 計 ]
金 銭 の 信 託 譲 渡 性 預 金
商 品 有 価 証 券 借 用 金

コ ー ル ロ ー ン [ 小 計 ]
買 現 先 勘 定 非 居 住 者 円 預 金
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 外 貨 預 金

（ う ち 小 切 手 ・ 手 形 ） 普 通 預 金
外 国 通 貨 貯 蓄 預 金

そ の 他 の 出 資 金

都道府県名 福島県

資　 　産 負　債　及　び　純　資　産

科　 　目 科　 　目

現 金 預 金 積 金

( う ち 全 信 組 連 預 け 金 ) [ 小 計 ]
譲 渡 性 預 け 金 定 期 預 金

買 入 手 形 定 期 積 金

金 通 知 預 金
預 け 金 別 段 預 金

基準日(西暦年/月) 11
金融機関コード

金融機関名 いわき信用組合
担当部署 経理部

現 金 当 座 預 金



日計表（令和7年11月末現在）
（　損　　益　　勘　　定　） 都道府県名　　福島県

コード番号 ２０９２ 組　合　名　いわき信用組合

損 失 利 益
金 額 金 額
150,958,853 円 1,609,405,788 円

預 金 利 息 142,880,901 （うち金融機関貸付金利息） ( 0 )
給 付 補 塡 備 金 繰 入 額 8,077,952 貸 付 金 利 息 1,606,893,024

0 手 形 割 引 料 2,512,764
367,482,199 122,560,597

借 入 金 利 息 162,049,179 預 け 金 利 息 122,560,597
当 座 借 越 利 息 205,433,020 譲 渡 性 預 け 金 利 息 0
再 割 引 料 0 0

0 0
0 0
0 0
0 322,615,126
0 0
0 26,044,771

251,170 ( 0 )
639,410,679 ( 26,041,500 )

報 酬 ・ 給 料 ・ 手 当 528,485,711 ( 3,271 )
退 職 給 付 費 用 0 201,999,106
社 会 保 険 料 等 110,924,968 受 入 為 替 手 数 料 66,976,696

710,416,116 そ の 他 の 受 入 手 数 料 132,923,115
事 務 費 506,437,426 そ の 他 の 役 務 取 引 等 収 益 2,099,295
固 定 資 産 費 98,299,150 3,712,324
事 業 費 67,916,207 外 国 為 替 売 買 益 0
人 事 厚 生 費 22,680,833 外 国 通 貨 売 買 益 0
預 金 保 険 料 15,082,500 金 売 買 益 0
有 形 固 定 資 産 償 却 0 商 品 有 価 証 券 売 買 益 0
無 形 固 定 資 産 償 却 0 国 債 等 債 券 売 却 益 0

73,211,753 国 債 等 債 券 償 還 益 0
( 30,294,812 ) 有 価 証 券 貸 付 料 0

195,160,594 金 融 派 生 商 品 収 益 0
支 払 為 替 手 数 料 22,114,184 雑 益 3,712,324
そ の 他 の 支 払 手 数 料 3,172,157 30,309,069
そ の 他 の 役 務 取 引 等 費 用 169,874,253 償 却 債 権 取 立 益 30,309,069

680 株 式 等 売 却 益 0
外 国 為 替 売 買 損 0 金 銭 の 信 託 運 用 益 0
外 国 通 貨 売 買 損 0 そ の 他 の 臨 時 収 益 0
金 売 買 損 0 0
商 品 有 価 証 券 売 買 損 0 固 定 資 産 処 分 益 0
国 債 等 債 券 売 却 損 0 負 の の れ ん 発 生 益 0
国 債 等 債 券 償 還 損 0 そ の 他 の 特 別 利 益 0
国 債 等 債 券 償 却 0 0
有 価 証 券 借 入 料 0 貸 倒 引 当 金 取 崩 額 0
金 融 派 生 商 品 費 用 680 (うち個別貸倒引当金取崩額 ) ( 0 )
雑 損 0 賞 与 引 当 金 取 崩 額 0

22,875,441 役 員 賞 与 引 当 金 取 崩 額 0
貸 出 金 償 却 0 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 取 崩 額 0
株 式 等 売 却 損 0 金融商品取引責任準備金取崩額 0
株 式 等 償 却 0 そ の 他 の 引 当 金 取 崩 額 0
金 銭 の 信 託 運 用 損 0 目 的 積 立 金 目 的 取 崩 額 0
そ の 他 資 産 償 却 0 そ の 他 0
退 職 給 付 費 用 ( 臨 時 分 ) 1,866,500 0
そ の 他 の 臨 時 費 用 21,008,941 2,316,646,781

2,139,531
固 定 資 産 処 分 損 2,139,531
減 損 損 失 0
そ の 他 の 特 別 損 失 0

0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 0
(う ち個 別貸 倒引 当金 繰入 額 ) ( 0 )
賞 与 引 当 金 繰 入 額 0
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 0
役員退職慰労引当金繰 入額 0
金融商品取引責任準備金繰入額 0
そ の 他 の 引 当 金 繰 入 額 0
そ の 他 0

0
2,161,907,016
154,739,765
2,316,646,781

( う ち 買 入 金 銭 債 権 利 息 )

( う ち 出 資 配 当 金 )

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息
そ の 他 の 受 入 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息

預 金 積 金 利 息

借 用 金 利 息

税 金

コマーシャル・ペーパー利息
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息

人 件 費

物 件 費

引 当 金 繰 入 額 等

損 失 計

売 渡 手 形 利 息
コ ー ル マ ネ ー 利 息
売 現 先 利 息
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

法 人 税 等 調 整 額

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用

期 中 損 益

合 計

預 け 金 利 息

買 入 手 形 利 息
コ ー ル ロ ー ン 利 息
買 現 先 利 息

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

臨 時 費 用

特 別 損 失

科 目 科 目

利 益 計

臨 時 収 益

特 別 利 益

引 当 金 取 崩 額 等

法 人 税 等 調 整 額

貸 出 金 利 息

( う ち 受 入 雑 利 息 )

（うち法人税、住民税及び事業税）

店舗内現金自動設備 14 店 19 台
(う   ちCD 0 店 0 台）
(う   ちATM 14 店 19 台）

店舗外現金自動設備 3 店 3 台
(う   ちCD 0 店 0 台）
(う   ちATM 3 店 3 台）




